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根拠法 根拠条文 手法 概要 議会の議決等の手続 特徴 消防分野での主な活用実態

252条の2 連携協約

　地方公共団体が、連携して事務を処理
するに当たっての基本的な方針及び役割
分担を定めるための制度。
　連携協約に基づき、事務の委託等によ
り事務の共同処理を行う場合は、それぞ
れの事務の共同処理制度の規定に基づ
き規約を定める必要がある。

・基本方針及び役割分担について、関係地方公共団体議会の議決を
経て、協議により協約を定める。
・連携協約締結後、告示及び総務大臣又は都道府県知事への届出が
必要。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・変動しない。
【意思決定の手続】
・連携協約を変更する場合は、議会の議決を経た協議が必要。
【財政負担】
・連携協約で定めることが想定される。
【制度の制定又は最近の改正の経緯】
・地方圏で連携中枢都市圏の形成を図り、連携して必要な行政サービスを提供できるようにすべきとされた第３０次地制調答申を受け、新しい広域
連携制度として創設された。（H26.11～）
【その他】
・連携の基本指針を定めるものであって、個別事務の処理について法律効果を付与するものではない。
・連携協約に係る紛争があるときは、自治紛争処理委員による処理方策の提示を申請することができる。

広域消防の運営について連携協約締結
・みやざき共創都市圏（宮崎市等）

252条の2の2 協議会
　地方公共団体が、共同して管理執行、
連絡調整又は計画作成を行うための制
度。

・関係地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、協議
会を設ける。
・規約には、①協議会の名称、②関係団体、③管理執行する事務、④
組織事項、⑤経費の支弁方法、⑥事務の管理執行方法、⑦事務の管
理執行場所、⑧職員の身分取扱い、⑨財産又は公の施設の管理・処
分等の方法、⑩その他必要な事項を記載する（⑥～⑩は管理執行協
議会のみ）。
・協議会設立後、告示及び総務大臣又は都道府県知事への届出が必
要。

【組織の新設の有無】
・法人格を有しない協議会を設ける
【権限の所在・法律効果の帰属】
・管理執行協議会については、協議会が管理執行した事務は、それぞれの地方公共団体が管理執行したものとして効力を有する。
【意思決定の手続】
・規約の変更等をする際は、関係地方公共団体の議会の議決を経た協議が必要。
【財政負担】
・規約で定める。
【制度の制定又は最近の改正の経緯】
・以前は、全ての構成団体の議会の議決を経た協議が整わない限り脱退することができなかったが、手続の簡素化として、協議会を設ける地方公
共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の２年前までに書面で予告することにより、脱退することができることとされた（H25.3.1～）

指令業務の共同運用
29地域108本部

252条の7
機関等の
共同設置

　地方公共団体の議会事務局、委員会若
しくは委員、附属機関、行政機関、内部組
織、委員会事務局又は職員を複数の地
方公共団体が共同で設置する制度。

・関係地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、共同
設置を行う。
・規約には、①機関等の名称、②関係団体、③執務場所、④職員の身
分取扱い、⑤その他必要な事項を記載する。
・共同設置後、告示及び総務大臣又は都道府県知事への届出が必
要。

【組織の新設の有無】
・法人格を有しない共同の機関等を設ける。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・共同設置された機関等は、各地方公共団体の共通の機関等としての性格を有し、共同設置した機関等による管理・執行の効果は、それぞれの普
通地方公共団体に帰属する。
【意思決定の手続】
・規約の変更等をする際は、関係地方公共団体の議会の議決を経た協議が必要。
【財政負担】
・規約で定める。
【制度の制定又は最近の改正の経緯】
・以前は、委員会又は委員、職員等について共同設置することが認められていたが、効率的な行政運営に資すること及び小規模市町村の事務の
補完に資することを基本的な考え方とし、地方自治法が改正され、行政機関、長の内部組織等についても共同設置の対象とした。(H23.4～)
・以前は、全ての構成団体の議会の議決を経た協議が整わない限り脱退することができなかったが、手続の簡素化として、機関等を共同設置する
地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の２年前までに書面で予告することにより、脱退することができることとされた（H25.3.1～）

252条の14 事務委託
　地方公共団体の事務の一部を他の地
方公共団体に委託して管理・執行させる
制度。

・関係地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、事務
を委託する。
・規約には、①関係団体、②委託事務の範囲及び管理執行方法、③
経費の支弁方法、④その他必要な事項を記載する。
・事務委託後、告示及び総務大臣又は都道府県知事への届出が必
要。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない
【権限の所在・法律効果の帰属】
・事務を受託した地方公共団体は当該事務に係る権限を有することとなり、委託した地方公共団体は、当該事務に係る権限を失う。
・事務を受託した地方公共団体が当該事務を処理することにより、委託した普通地方公共団体が、自ら当該事務を管理執行した場合と同様の効果
を生ずる。
【意思決定の手続】
・委託した事務を変更・廃止する際は、関係地方公共団体の議会の議決を経た協議が必要。
【財政負担】
・規約で定めるが、一般に委託側が負担。
【その他】
・消防の広域化の一つの手段。
・受託した地方公共団体は、自らの条例・規則等に基づき委託団体の地域の事務を実施する。

消防の広域化
H26.4.1時点132本部

252条の16の2
事務の

代替執行

　地方公共団体の事務の一部の管理執
行を、当該地方公共団体の名において、
他の地方公共団体に行わせる制度。

・関係地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、事務
を代替執行する。
・規約には、①関係団体、②代替執行事務の範囲及び管理執行方
法、③経費の支弁方法、④その他必要な事項を記載する。
・事務の代替執行成立後、告示及び総務大臣又は都道府県知事への
届出が必要。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・地方公共団体が、他の地方公共団体に当該事務を代替執行させることにより、事務を任せた地方公共団体が自ら当該事務を管理執行した場合
と同様の効果を生ずる。
【意思決定の手続】
・代替執行事務を変更・廃止する際は、関係地方公共団体の議会の議決を経た協議が必要。
【財政負担】
・規約で定める。
【制度の制定又は最近の改正の経緯】
・地方圏で連携中枢都市圏の形成を図り、連携して必要な行政サービスを提供できるようにすべきとされた第３０次地制調答申を受け、新しい広域
連携制度として創設された。（H26.11～）
【その他】
・代替執行する地方公共団体は、事務を任せた地方公共団体の条例・規則等に基づき、当該団体の事務を実施する。

252条の17 職員の派遣

　事務の処理のため特別の必要があると
認めるときは、他の地方公共団体からの
求めに応じて職員を派遣することができる
制度。

・地方公共団体の長による協議が必要。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・派遣される職員は、派遣する地方公共団体の職員と派遣を受ける地方公共団体の職員の身分をあわせもつ。
【財政負担】
・給料、手当（退職手当を除く）及び旅費は、職員の派遣を受けた地方公共団体が負担。
【その他】
・専門知識のある職員の派遣を受け、活用することができる。

消防分野での活用が想定される共同処理・連携・協力の手法

地
方
自
治
法
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根拠法 根拠条文 手法 概要 議会の議決等の手続 特徴 消防分野での主な活用実態

286条 一部事務組合
　地方公共団体が、その事務の一部を共
同して処理するために設ける特別地方公
共団体。

・関係地方公共団体の議会の議決を経た協議による規約の定めが必
要。
・規約には、①名称、②構成団体、③共同処理する事務、④事務所の
位置、⑤議会の組織及び議員の選挙の方法、⑥執行機関の組織及び
選任の方法、⑦経費の支弁方法を記載する。
・設置には総務大臣又は都道府県知事の許可が必要。

【組織の新設の有無】
・法人格を有する一部事務組合を設ける。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・共同処理するとされた事務に係る権限は一部事務組合に移り、構成団体は当該事務に係る権限を失う。
【意思決定の手続】
・共同処理する事務や規約の変更のためには、全ての構成団体の議会の議決を経た協議を整えた上で総務大臣又は都道府県知事の許可を受け
なければならない。
【財政負担】
・規約で定める。
【制度の制定又は最近の改正の経緯】
・以前は、全ての構成団体の議会の議決を経た協議を整えた上で総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ脱退することができなかった
が、手続の簡素化として、一部事務組合を構成する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の２年前までに書面で予告すること
により、脱退することができることとされた（H25.3.1～）
【その他】
・消防の広域化の一つの手段。

消防の広域化
H26.4.1時点275本部

291条の2 広域連合
　地方公共団体が、広域にわたり処理す
ることが適当であると認められる事務を処
理するために設ける特別地方公共団体。

・関係地方公共団体の議会の議決を経た協議による規約の定めが必
要。
・規約には、①名称、②構成団体、③区域、④処理する事務、⑤広域
計画の項目、⑥事務所の位置、⑦議会の組織及び議員の選挙の方
法、⑧広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選
任方法、⑨経費の支弁方法を記載する。
・設置には総務大臣又は都道府県知事の許可が必要。
・総務大臣が許可したときはその旨の告示及び国の関係行政機関の
長への通知が必要。
・都道府県知事が許可したときはその旨の公表・総務大臣への報告、
報告を受けた総務大臣による国の関係行政機関の長への通知が必
要。

【組織の新設の有無】
・法人格を有する広域連合を設ける。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・処理するとされた事務に係る権限は広域連合に移り、構成団体は当該事務に係る権限を失う。
【意思決定の手続】
・処理する事務や規約の変更のためには、全ての構成団体の議会の議決を経た協議を整えた上で総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。
【財政負担】
・規約で定める。
【その他】
・消防の広域化の一つの手段。

消防の広域化
H26.4.1時点21本部

39条２項 相互応援協定

　地方公共団体の境界付近の災害や大
規模な災害について、地方公共団体の区
域を超えて、他の地方公共団体に対する
消防の応援をする協定を締結する制度。

・市町村長等による協定締結。
・協定の締結について、議決を経る必要はない。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・応援のため出動した消防職員は、応援を受けた市町村長の指揮の下に行動する。
【意思決定の手続】
・特に困難性なし。
【財政負担】
・一般に応援協定で定める。

市町村間締結数
H26.4.1現在 2,205

43条
都道府県知事

の指示

　非常事態の場合に、都道府県知事が関
係機関相互間の協定の実施その他災害
の防御の措置を実施するよう市町村長、
市町村の消防長又は水防管理者に必要
な指示をする制度。

・議会の議決は必要ない。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・応援のため出動した消防職員は、応援を受けた市町村長の指揮の下に行動する。
【意思決定の手続】
・特に困難性なし。
【財政負担】
・協定等で定める。

8条
相互応援
の協定

　災害発生時に、地方公共団体の区域を
超えて、他の地方公共団体に対する応援
を行う協定を締結する制度。

・市町村長等による協定締結
・協定の締結については、議決を経る必要はない。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・応援のため出動した職員は、応援を受けた市町村長の指揮の下に行動する。
【意思決定の手続】
・特に困難性なし。
【財政負担】
・一般に応援協定で定める。

市区町村間締結数
H26.4.1現在　1,697

67条 応援の要求
　災害発生時に、市町村長等が、他の市
町村長等に応援を求める制度。

・議会の議決は必要ない。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・応援のため出動した職員は、応援を受けた市町村長の指揮の下に行動する。
【意思決定の手続】
・特に困難性なし。
【財政負担】
・応援を受けた地方公共団体が負担。

定住自立圏構
想推進要綱

定住自立圏

　都市機能に一定の集積がある中心市と
近隣市町村が、それぞれの議会の議決を
経て協定を結ぶことにより圏域を形成し、
役割分担しながら互いに連携・協力する
制度。

・人口５万人程度以上（少なくとも４万人以上）の市が、圏域内の住民
に各種サービスを提供する意思を示す「中心市宣言書」を作成、公表。
・関係市町村議会の議決を経た上で、①市町村の名称、②目的、③基
本方針、④連携する具体的事項を記載した定住自立圏形成協定を、
中心市と近隣市町村が１対１で締結。(首長と議会がともに取り組み、
協定を団体意思に基づくものとするために議決を要することとしてい
る。)
・協定締結後、中心市が定住自立圏共生ビジョンを策定、都道府県・
総務省へ送付。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・変動しない。
【意思決定の手続】
・特に困難性なし。
【財政負担】
・定住自立圏形成協定で定める。
【その他】
・中心市において、圏域全体の暮らしに必要な都市機能を整備するとともに、近隣市町村と協力することにより、圏域全体の活性化を図る。
・法律上の枠組みではなく、総務省の要綱に基づくもの。

消防体制の強化について共生ビジョンに
記載
・山形定住自立圏（山形市等）
・長岡地域定住自立圏（長岡市等）
等

民法
請負・
委任・
準委任

　当事者の一方が特定の行為をすること
を相手方に委託する契約。

・原則として、議会の議決は不要。一定の金額以上の工事又は製造の
請負契約は、議会の議決が必要。

【組織の新設の有無】
・組織を新設しない。
【権限の所在・法律効果の帰属】
・変動しない。
【意思決定の手続】
・特に困難性なし。
【財政負担】
・合意で定める。

消
防
組
織
法
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１ 定義
消防指令業務の共同運用とは、複数の消防本部における消防指令業務 （通報受付業務や

部隊運用管理等）を共同で整備した消防指令センターにおいて、共同で通信員を配置し運用
するもの。

２ 効果
① 複数の消防本部の統合した高機能な消防通信指令システムを計画的に整備することで
財政負担が大幅減少。（例：ちば共同消防指令センター 個別整備費合計額 ６１億 → 共同整備費 ３８億）

② 施設整備費のみならず維持管理費も効率化。
③ 指令業務配置職員の効率配置により、現場配置職員の充実が可能。
④ 情報の一元化・共有による迅速な相互応援態勢の確保が可能。

３ 実績等
既に１１０本部（３０地域）で実施中であり、さらに１１３本部（２３地域）で運用開始時期を明示

して検討中。合わせて全国２２３本部（約３割）で広域連携が行われることになる。(平成27年4月1日現在)

近隣市町村、大規模市町村との応援協定を組み合わせることで、消防の広域化と同様、災
害への即応体制の確保につながる。

※ 消防庁としてＨ２８年５月に向けた消防救急無線のデジタル化を整備するにあたり、都道府
県を１ブロックとする等できるだけ広域での整備を推進してきたところ（Ｈ１７年通知等）だ
が、デジタル化の期限に間に合わせることを優先させたため、単独市で整備しているところ
も多い（予定を含む。）。

消防指令業務の共同運用について

消防指令業務の共同運用のイメージ

（ＡＢＣＤＥの5市が高機能な設備を備えたセンター
を一元的に整備。全管轄地域からの119番を受信。
（指令員は各消防本部から併任出向）

Ｂ市消防本部 Ｃ市消防本部

Ｅ市消防本部

消防指令センター

Ｅ消防署

Ｂ消防署

Ｃ消防署Ａ消防署

Ｄ消防署
出動①出動③

出動①

出動②

（Ａ市消防本部の
出動計画に基づく）

出動

119番通報①
出動指令

大災害
（Ｅ消防本部のみでの対応不能）

救急

交通事故

救急

パターンⅠ（A市のみ） パターンⅡ（C市がB市を自動的に応援）

パターンⅢ
（D市がE市を要請により応援）

出動指令

Ａ市消防本部

Ｄ市消防本部

119番通報

119番通報②

出動指令
（自動応援出動）

出動指令
（要請応援出動）

119番通報

応援要請②

出動指令
状況報告
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１ 消防組織法第３９条 

市町村は、消防に関し必要に応じて相互に応援すべき努力義務がある。 

２ 締結状況 

全ての都道府県下で全市町村（一部事務組合等含む。）が参加した消防相互応

援協定が締結され、近隣消防機関同士での協定も多い。 

  平成２６年４月１日現在、全国の消防相互応援協定の締結数は２，２０５。うち都

道府県域をまたぐ市町村間では６０３。 

３ 相互応援協定の構造 

⑴ 応援の種類

普通応援（自動）（災害発生地の市町村長の要請を待たずに自動的に出動する応援）

特別応援（要請）（災害発生地の市町村長の要請に基づいて出動する応援）

⑵ 出動隊数（火災覚知時 1隊、火炎確認時 2隊追加、災害に応じて特殊車の要請等）

⑶ 出動車両（ポンプ車、救急車、救助工作車、特殊車等）

⑷ 災害の種別（火災、救急、救助等）

⑸ 指揮命令系統（基本的には受援側の指揮下にて活動する。）

⑹ 出動区域（市境、○キロ範囲、○○町○丁目～○丁目まで等）

⑺ 費用負担（基本的には応援側が負担）

【一般的と思われる消防相互応援協定内容（具体例）】 

● 普通応援（自動）

 主に隣接区域での火災対応を想定し、一定の地域について、応援要請なしで出

動する災害や部隊等をあらかじめ決めておくもの。 

・隣接地域及びその周辺部での災害発生時に火災を受報又は覚知した場合は、

要請を待たずに応援側から１隊出動する。

※延焼火災である場合には、更に自動で隊を出動させる協定を締結しているところもある。 

● 特別応援（要請）

  大規模災害、危険物施設火災、林野火災等の個別の市町村では対応できない事

案や救急事案について、要請に応じた具体的対応をあらかじめ決めておくもの。 

・救急事故で要請があった場合等に１隊出動する。

・大火災、集団災害等の場合は、要請若しくは応援側の判断により出動する。

  ・林野火災、高層建築物火災、危険物施設火災等の大規模な火災発生時に、応援要請を

受け出動する。

※ 救急に関しても互いに管轄境をなくした直近出動運用を行い、相互に乗り入れをし

ているところもある。（高岡市消防本部と砺波地域消防組合消防本部） 

消防の応援協定について

例 

例 
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○ ３９ブロックが広域化し、そのうち９町村が非常備を解消

平成１８年消防組織法改正以降の広域化の実績（平成27年4月1日現在） 

広域化 
年月日 

No 
都道府
県 

広域化後の消防本部 広域化前の消防本部等 
広域化の方式 

管轄 管轄 

人口 人口 

21.4.1 

1 北海道 富良野広域連合消防本部 広域連合 43,943 

富良野地区消防組合消防本部 28,623 

上川南部消防事務組合消防本部 17,719 

2 広島 東広島市消防局 事務委託 219,451 
東広島市消防局 173,000 

竹原広域消防本部 51,000 

3 福岡 久留米広域消防本部 一部事務組合 426,204 

久留米市消防本部 236,161 

福岡県南広域消防組合消防本部 190,840 

22.4.1 4 東京 東京消防庁 事務委託 13,115,435 
東京消防庁 12,733,635 

東久留米市消防本部 116,374 

23.4.1 

5 富山 砺波地域消防組合消防本部 一部事務組合 135,341 
砺波広域圏消防本部 104,867 

小矢部市消防本部 32,203 

6 兵庫 北はりま消防本部 一部事務組合 151,735 

にしたか消防本部 67,640 

加東市消防本部 39,538 

加西市消防本部 47,733 

23.11.28 7 奈良 五條市消防本部 事務委託 38,084 
五條市消防本部 34,600 

十津川村（非常備） 4,100 

23.12.1 8 山形 山形市消防本部 事務委託 277,417 

山形市消防本部 250,000 

山辺町（非常備） 15,000 

中山町（非常備） 12,000 

24.4.1 

9 北海道 
砂川地区広域消防組合 
消防本部 

一部事務組合 29,853 

上砂川町消防本部 3,913 

砂川地区広域消防組合消防本部 27,447 

10 山形 
置賜広域行政事務組合 
消防本部 

一部事務組合 159,663 

米沢市消防本部 89,401 

南陽市消防本部 33,658 

高畠町消防本部 25,025 

川西町消防本部 17,313 

11 茨城 
ひたちなか・東海広域事務 
組合消防本部 

一部事務組合 194,236 
ひたちなか市消防本部 158,414 

東海村消防本部 37,842 

12 山口 宇部・山陽小野田消防局 一部事務組合 235,978 
宇部市消防本部 173,327 

山陽小野田市消防本部 65,740 

24.10.1 13 滋賀 東近江行政組合消防本部 一部事務組合 254,150 

東近江行政組合消防本部 234,680 

愛知郡広域行政組合消防本部 35,378 

25.3.30 14 富山 新川地域消防本部 一部事務組合 81,758 

黒部市消防本部 42,494 

入善町消防本部 27,034 

朝日町消防本部 13,798 

広域化 
年月日 

No 都道府県 広域化後の消防本部 広域化前の消防本部等 
広域化の方式 

管轄 管轄 

人口 人口 

25.3.31 

15 青森 
青森地域広域消防事務 
組合消防本部 

一部事務組合 321,587 
青森地域広域消防事務組合消防本部 314,602 

平内町（北部上北広域の構成町） 12,960 

16 神奈川 小田原市消防本部 事務委託 295,738 

小田原市消防本部 196,926 

足柄消防組合消防本部 111,431 

17 富山県 富山県東部消防組合消防本部 一部事務組合 102,385 

魚津市消防本部 44,574 

滑川市消防本部 33,706 

上市町消防本部 22,110 

舟橋村（非常備村） 2,967 

18 静岡県 
志太広域事務組合志太 
消防本部 

一部事務組合 290,023 

焼津市消防本部 145,889 

藤枝市消防本部 145,459 

25.4.1 

19 埼玉 埼玉東部消防組合消防局 一部事務組合 454,876 

久喜地区消防組合消防本部 189,004 

加須市消防本部 116,968 

幸手市消防本部 54,231 

白岡市消防本部 50,839 

杉戸町消防本部 47,165 

20 埼玉 埼玉西部消防局 一部事務組合 785,712 

所沢市消防本部 342,735 

狭山市消防本部 156,321 

入間市消防本部 150,326 

埼玉西部広域消防本部 140,006 

21 静岡 下田消防本部 一部事務組合 57,569 
下田消防本部 42,051 

西伊豆広域消防本部 17,324 

22 大阪 泉州南広域消防本部 一部事務組合 292,798 

泉佐野市消防本部 110,661 

阪南岬消防組合消防本部 75,432 

泉南市消防本部 64,984 

熊取町消防本部 44,542 

23 兵庫 西はりま消防本部 一部事務組合 204,980 

たつの市消防本部 114,740 

宍粟市消防本部 42,166 

相生市消防本部 31,289 

佐用町消防本部 19,400 

24 兵庫 南但消防本部 一部事務組合 58,328 
朝来市消防本部 33,252 

養父市消防本部 26,722 

25 佐賀 佐賀広域消防局 広域連合 351,441 
佐賀広域消防局 302,364 

神埼地区消防事務組合消防本部 50,639 

26 鹿児島 指宿南九州消防組合消防本部 一部事務組合 82,668 
指宿地区消防組合消防本部 57,313 

南九州市の川辺町・知覧町 26,148 
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平成１８年消防組織法改正以降の広域化の実績（平成27年4月1日現在） 

広域化 
年月日 

No 都道府県 広域化後の消防本部 広域化前の消防本部等 
広域化の方式 

管轄 管轄 

人口 人口 

25.7.1 27 青森 
弘前地区消防事務組合 
消防本部 

一部事務組合 298,751 

弘前地区消防事務組合消防本部 213,134 

黒石地区消防事務組合消防本部 44,861 

平川市消防本部 30,904 

板柳町消防本部 15,199 

26.4.1 

28 北海道 
滝川地区広域消防 
事務組合消防本部 

一部事務組合 78,907 

滝川地区広域消防事務組合消防本部 52,118 

芦別市消防本部 16,196 

赤平市消防本部 11,935 

29 北海道 旭川市消防本部 事務委託 359,112 

上川町（上川中部消防組合の構成町） 4,105 

鷹栖町（上川中部消防組合の構成町） 7,396 

旭川市消防本部 350,511 

30 北海道 大雪消防組合 一部事務組合 42,795 

比布町（上川中部消防組合の構成町） 4,133 

愛別町（上川中部消防組合の構成町） 3,304 

当麻町（上川中部消防組合の構成町） 7,133 

大雪消防組合 28,461 

31 大阪 大東四條畷消防本部 一部事務組合 181,505 
大東市消防本部 125,150 

四條畷市消防本部 57,238 

32 奈良 
奈良県広域消防組合 
消防本部 

一部事務組合 917,390 

中和広域消防組合消防本部 237,009 

西和消防組合消防本部 144,785 

山辺広域行政事務組合消防本部 120,537 

香芝・広陵消防組合消防本部 112,046 

大和郡山市消防本部 89,631 

桜井市消防本部 60,016 

五條市消防本部 38,084 

宇陀広域消防組合消防本部 37,768 

葛城市消防本部 36,771 

中吉野広域消防組合消防本部 28,265 

吉野広域行政組合消防本部 14,190 

野迫川村（非常備村） 524 

33 佐賀 伊万里・有田消防本部 一部事務組合 78,082 
伊万里市消防本部 57,386 

有田町消防本部 21,201 

34 熊本 熊本市消防局 事務委託 710,925 
熊本市消防局 670,272 

高遊原南消防本部 40,653 

26.10.1 35 大阪 富田林市消防本部 事務委託 152,558 
富田林市消防本部 136,425 

河南町消防本部 16,133 

No 都道府県 広域化後の消防本部 広域化前の消防本部等 
広域化の方式 

管轄 管轄 

人口 人口 

27.4.1 

36 茨城 稲敷広域消防本部 一部事務組合 298,629 
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部 251,316 

阿見町消防本部 47,313 

37 長野 上伊那広域消防本部 広域連合 188,888 
伊那消防組合消防本部 130,991 

伊南行政組合消防本部 57,897 

38 大阪 豊中市消防局 事務委託 405,539 
豊中市消防局 400,143 

能勢町（非常備） 5,396 

39 宮崎 
西臼杵広域行政事務 
組合消防本部 

一部事務組合 21,604 

高千穂町（非常備） 13,222 

五ヶ瀬町（非常備） 4,224 

日之影町（非常備） 4,158 
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都道府県 
指定 
時期 

№ 本部名又はブロック名 消防本部 市町村 
広域化 
予定時期 

静 岡 
H26 
4月 

16 駿東伊豆地域 

駿東伊豆 
地区 

沼津市消防本部 沼津市 

H28.4 

伊東市消防本部 伊東市 

清水町消防本部 清水町 

東伊豆町消防本部 東伊豆町 

田方消防本部 伊豆市・伊豆の国市・函南町 

下田西伊豆
地区 

下田消防本部 
下田市・西伊豆町・松崎町・河津町・ 
南伊豆町 未定

三島・裾野・ 
長泉地区 

三島市消防本部 三島市 

H28.4 裾野市消防本部 裾野市 

長泉町消防本部 長泉町 

熱海市 熱海市消防本部 熱海市 未定

17 岳南地域 
富士宮市消防本部 富士宮市 

未定 
富士市消防本部 富士市 

18 静岡地域 

静岡市消防局 静岡市 

H28.4 
島田市消防本部 島田市・川根本町 

吉田牧之原市広域施設組合消防本部 吉田町・牧之原市 

牧之原市相良消防本部 牧之原市 

19 中遠地域 
袋井市森町広域行政組合消防本部 袋井市・森町 

未定 
磐田市消防本部 磐田市 

20 東遠地域 

御前崎市消防本部 御前崎市 

未定 菊川市消防本部 菊川市 

掛川市消防本部 掛川市 

21 西遠地域 
浜松市消防局 浜松市 

未定 
湖西市消防本部 湖西市 

大 阪 

H26 
2月 

22 大東四條畷消防本部 
大東市消防本部 大東市 

済 
四條畷市消防本部 四條畷市 

H26 
3月 

23 豊中市消防局 
豊中市消防本部 豊中市 

済 
能勢町（非常備） 能勢町 

24 新南河内ブロックの一部 
富田林市消防本部 富田林市 

済 
河南町消防本部 河南町 

和歌山 
H27 
3月 

25 新宮市・東牟婁郡ブロックの一部 
新宮市消防本部 新宮市 

未定 
北山村（非常備） 北山村 

佐 賀 
H25 
9月 

26 伊万里・有田消防本部 
 伊万里市消防本部 伊万里市 

済 
 有田町消防本部  有田町 

宮 崎 
H26 
3月 

27 県１ブロックの一部 
 西都市消防本部 西都市 

未定 
 宮崎県東児湯消防組合消防本部 

高鍋町・新富町・木城町・川南町・ 
都濃町 

28 県１ブロックの一部 
 日南市消防本部 日南市 

未定 
 串間市消防本部 串間市 

29 
西臼杵広域行政事務組合消
防本部 

 高千穂町（非常備） 高千穂町 

済  五ヶ瀬町（非常備） 五ヶ瀬町 

 日之影町（非常備） 日之影町 

30 県１ブロックの一部 

 諸塚村（非常備） 諸塚村 

未定 

 美郷町（非常備） 美郷町 

 西米良村（非常備） 西米良村 

 椎葉村（非常備） 椎葉村 

都道府県 
指定 
時期 

№ 本部名又はブロック名 消防本部 市町村 
広域化 
予定時期 

北海道 
H25 
12月 

1 
 滝川地区広域消防事務組
合消防本部 

滝川地区広域消防事務組合消防本部 滝川市・新十津川町・雨竜町 

済 芦別市消防本部 芦別市 

赤平市消防本部 赤平市 

2 夕張市を含む地域 夕張市消防本部 夕張市 未定 

3 歌志内市を含む地域 歌志内市消防本部 歌志内市 未定 

4 長万部町を含む地域 長万部町消防本部 長万部町 未定 

5 旭川市消防本部 
旭川市消防本部 旭川市 

済 
上川中部消防組合消防本部（一部） 上川町・鷹栖町 

6 大雪消防組合消防本部 
大雪消防組合消防本部 美瑛町・東神楽町・東川町 

済 
上川中部消防組合消防本部（一部） 当麻町・比布町・愛別町 

7 十勝 

帯広市消防本部 帯広市 

H28.4 

西十勝消防組合消防本部 新得町・清水町・芽室町 

北十勝消防事務組合消防本部 音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町 

東十勝消防事務組合消防本部 幕別町・池田町・豊頃町・浦幌町 

南十勝消防事務組合消防本部 中札内村・更別村・大樹町・広尾町 

池北三町行政事務組合消防本部 本別町・足寄町・陸別町 

宮城 
H26 
12月 

8 県南ブロックの一部 
亘理地区行政事務組合消防本部 亘理町・山元町 

未定 
岩沼市消防本部 岩沼市 

茨 城 
H26 
3月 

9 
茨城消防救急無線・指令セン
ター運用協議会 

水戸市消防本部 水戸市，城里町 

未定 

土浦市消防本部 土浦市 

石岡市消防本部 石岡市 

常陸太田市消防本部 常陸太田市 

高萩市消防本部 高萩市 

北茨城市消防本部 北茨城市 

笠間市消防本部 笠間市 

取手市消防本部 取手市 

常陸大宮市消防本部 常陸大宮市 

那珂市消防本部 那珂市 

つくば市消防本部 つくば市 

かすみがうら市消防本部 かすみがうら市 

小美玉市消防本部 小美玉市 

茨城町消防本部 茨城町 

大洗町消防本部 大洗町 

大子町消防本部 大子町 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防
本部 

古河市・下妻市・常総市・坂東市・ 
八千代町・五霞町・境町 

筑西広域市町村圏事務組合消防本部 結城市・筑西市・桜川市 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 常総市・守谷市・つくばみらい市 

鹿行広域事務組合消防本部 潮来市・行方市・鉾田市 

鹿島地方事務組合消防本部 鹿嶋市・神栖市 

10 稲敷広域消防本部 
阿見町消防本部 阿見町 

済 
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部 

龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・美浦村・
河内町・利根町 

栃木 
H27 
3月 

11 県１ブロックの一部 
大田原地区広域消防組合消防本部 大田原市・那須塩原市 

H27.10 
黒磯那須消防組合消防本部 那須塩原市・那須町 

埼 玉 

H26 
2月 

12 第６ブロックの一部 
草加市消防本部 草加市 

H27.10 
八潮市消防本部 八潮市 

H26 
9月 

13 第１ブロックの一部 
上尾市消防本部 上尾市 

未定 
伊奈町消防本部 伊奈町 

神奈川 
H25 
12月 

14 県央西部ブロックの一部 
厚木市消防本部 厚木市 

未定 
清川村（非常備） 清川村 

長  野 
H25 
8月 

15 上伊那広域消防本部 
伊那消防組合消防本部 伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村 

済 
伊南行政組合消防本部 駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村 

○ ３０ブロックが消防広域化重点地域に指定済

消防広域化重点地域の指定状況（平成27年4月1日現在） 
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運用開始 
都道 
府県 消防本部 

H11.4.1 静岡 

・沼津市消防本部  ・裾野市消防本部 

・清水町消防本部  ・長泉町消防本部 

・三島市消防本部 

H19.4.1 三重 ・四日市市消防本部  ・桑名市消防本部 

H20.4.1 石川 
・金沢市消防局   ・かほく市消防本部 
・津幡町消防本部  ・内灘町消防本部 

H22.4.1 千葉 ・柏市消防局  ・我孫子市消防本部 

H23.4.1 
兵庫 

・宝塚市消防本部    ・川西市消防本部 
・猪名川町消防本部 

兵庫 ・尼崎市消防局  ・伊丹市消防局 

H23.5.25 大阪 ・箕面市消防本部  ・豊能町消防本部 

H23.10.1 埼玉 ・熊谷市消防本部  ・行田市消防本部 

H24.3.1 

福島 
・会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 
・喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 

愛知 

・豊橋市消防本部 

・豊川市消防本部 

・新城市消防本部   （H20.4.1加入）  

・蒲郡市消防本部   （H22.4.1加入） 

・田原市消防本部  （H24.3.1加入） 

H24.4.1 

静岡 

・掛川市消防本部    ・菊川市消防本部 

・御前崎市消防本部   ・磐田市消防本部 

・袋井市森町広域行政組合袋井消防本部 

愛知 

・知多市消防本部    ・常滑市消防本部 

・東海市消防本部    ・大府市消防本部  

  ・知多南部消防組合消防本部 

  ・知多中部広域事務組合消防本部 

運用開始 
都道 
府県 消防本部 

H24.4.1 岡山 
・津山圏域消防組合消防本部  ・真庭市消防本部 
・美作市消防本部 

H24.12.1 愛知 ・瀬戸市消防本部  ・尾張旭市消防本部 

H25.4.1 

埼玉 ・上尾市消防本部  ・伊奈町消防本部 

千葉 

・千葉市消防局     ・銚子市消防本部 

・市原市消防局  ・印西地区消防組合消防本部 

  ・成田市消防本部   ・四街道市消防本部 

  ・富里市消防本部  ・木更津市消防本部 

 ・栄町消防本部    ・君津市消防本部 

  ・袖ケ浦市消防本部  ・旭市消防本部  

・富津市消防本部 

  ・山武郡市広域行政組合消防本部 

  ・佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 

  ・長生郡市広域市町村圏組合消防本部 

  ・夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

  ・匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 

  ・安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

  ・香取広域市町村圏事務組合消防本部 

神奈川  ・横須賀市消防局  ・三浦市消防本部 

愛知 

・海部東部消防組合消防本部   ・津島市消防本部 

  ・愛西市消防本部   ・海部南部消防組合消防本部 

・蟹江町消防本部 

愛知 
・尾三消防本部   ・豊明市消防本部 
・長久手市消防本部 

H25.4.18 千葉 

・市川市消防局   ・松戸市消防局 

・浦安市消防本部     ・流山市消防本部 

・鎌ケ谷市消防本部  ・野田市消防本部 

H25.10.10 山口 ・下関市消防局  ・美祢市消防本部 

H26.1.1 富山 
・砺波地域消防組合消防本部   ・高岡市消防本部 
・氷見市消防本部 

H26.4.1 
広島 ・尾道市消防局          ・三原市消防本部 

香川 
・丸亀市消防本部    ・善通寺市消防本部 
・多度津町消防本部 

２４地域 ９３消防本部 

H16.10.1 

共同運用開始 

（参考）消防指令業務の共同運用の状況（平成27年1月現在） 
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消防組織法（昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十六号）（抄）

  第四章 市町村の消防の広域化

（市町村の消防の広域化）

第三十一条  市町村の消防の広域化（二以上の市町村が消防事務（消防団の事

務を除く。以下この条において同じ。）を共同して処理することとすること又

は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章におい

て同じ。）は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなけ

ればならない。  

（基本指針）  

第三十二条  消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するととも

に市町村の消防の広域化が行われた後の消防（以下「広域化後の消防」とい

う。）の円滑な運営を確保するための基本的な指針（次項及び次条第一項にお

いて「基本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項  

二 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間  

三 次条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に関する基準  

四 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項  

五 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 

（推進計画及び都道府県知事の関与等）  

第三十三条  都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において

自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、そ

の市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域

化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画（以下この条

において「推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。  

２ 推進計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 

二 市町村の消防の現況及び将来の見通し 

三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める

自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村（以下「広域化対象市町

村」という。）の組合せ  

四  前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために

必要な措置に関する事項 
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五  広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項  

六  市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項  

３  都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。  

４  都道府県知事は、広域化対象市町村の全部又は一部から求めがあつたとき

は、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。  

５  都道府県知事は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進す

るため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行

うものとする。  

 

（広域消防運営計画）  

第三十四条  広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするとき

は、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画（以

下この条及び次条第二項において「広域消防運営計画」という。）を作成する

ものとする。  

２  広域消防運営計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるも

のとする。  

一  広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針  

二  消防本部の位置及び名称  

三  市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項  

３  広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の二の二第一項 の規定により協

議会を設ける場合にあつては、当該協議会には、同法第二百五十二条の三第

二項 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の

議員又は学識経験を有する者を当該協議会の会長又は委員として加えること

ができる。  

 

（国の援助等）  

第三十五条  国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域

化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要

な援助を行うものとする。  

２  広域化対象市町村が第三十三条第二項第三号の組合せに基づき市町村の

消防の広域化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営

計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債に

ついては、法令の範囲内において、資金事情及び当該広域化対象市町村の財

政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。  
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第
三
十
三
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防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に

関
す
る
基
本
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

消
防
庁
長
官

板
倉

敏
和

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針

一

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項

１

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
必
要
性

消
防
は
、
災
害
や
事
故
の
多
様
化
及
び
大
規
模
化
、
都
市

構
造
の
複
雑
化
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
の
消
防
を
取
り

巻
く
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
今
後
と
も
住
民
の
生

命
、身
体
及
び
財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
な
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
出

動
体
制
、
保
有
す
る
消
防
車
両
、
専
門
要
員
の
確
保
等
に
限

界
が
あ
る
こ
と
や
、
組
織
管
理
や
財
政
運
営
面
で
の
厳
し
さ

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
消
防
の
体
制
と
し
て
は

必
ず
し
も
十
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化

に
よ
り
、
行
財
政
上
の
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
実
現

す
る
こ
と
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
広
域
化

に
よ
っ
て
、

①

災
害
発
生
時
に
お
け
る
初
動
体
制
の
強
化

②

統
一
的
な
指
揮
の
下
で
の
効
果
的
な
部
隊
運
用

③

本
部
機
能
統
合
等
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
活
動
要
員

の
増
強

④

救
急
業
務
や
予
防
業
務
の
高
度
化
及
び
専
門
化

⑤

財
政
規
模
の
拡
大
に
伴
う
高
度
な
資
機
材
の
計
画
的

な
整
備

⑥

消
防
署
所
の
配
置
や
管
轄
区
域
の
適
正
化
に
よ
る
現

場
到
着
時
間
の
短
縮

等
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
消
防

に
関
す
る
行
財
政
運
営
の
効
率
化
と
基
盤
の
強
化
が
期
待
さ

れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
六
年
以
降
、
自
主
的
な
市
町

村
の
消
防
の
広
域
化
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。
全
国
の
消
防
本

部
の
数
は
、
最
も
多
か
っ
た
平
成
三
年
十
月
の
九
百
三
十
六

本
部
か
ら
、
平
成
十
八
年
四
月
に
は
八
百
十
一
本
部
に
ま
で

減
少
し
て
い
る
が
、
広
域
化
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
市
町

村
合
併
の
状
況
と
比
較
す
る
と
、
広
域
化
が
十
分
進
ん
だ
と

は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
八
年
に
お

い
て
は
、
都
道
府
県
の
役
割
の
明
確
化
と
、
市
町
村
に
お
け

る
十
分
な
議
論
を
確
保
す
る
た
め
の
関
係
者
の
議
論
の
枠
組

み
の
創
設
と
併
せ
、
災
害
の
大
規
模
化
・
多
様
化
等
の
環
境

の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
広
域
化
の
目
標
と
な
る

消
防
本
部
の
規
模
を
引
き
上
げ
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
、

広
域
化
を
更
に
推
進
す
る
た
め
の
消
防
組
織
法
の
改
正
及
び

こ
れ
に
基
づ
く
本
指
針
の
策
定
を
行
っ
た
。

以
来
、
改
正
後
の
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
各
都
道
府
県
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
が
進
め
ら
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
指
針
が
策
定
さ
れ
た
当
初
の

広
域
化
の
実
現
の
期
限
と
し
て
い
た
平
成
二
十
四
年
度
末
に

は
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
更
に
二
十
七
本
部
が
減
少
し
、
消

防
本
部
数
は
七
百
八
十
四
本
部
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

広
域
化
を
行
っ
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
人
員
配
備
の
効

率
化
と
充
実
、
消
防
体
制
の
基
盤
の
強
化
を
通
じ
た
住
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
等
の
成
果
が
現
れ
て
お
り
、
広
域
化
に
伴
う

現
象
と
し
て
一
部
の
地
方
公
共
団
体
が
懸
念
す
る
、
消
防
署

所
の
配
置
替
え
に
よ
る
一
部
地
域
で
の
消
防
力
低
下
や
消
防

本
部
と
市
町
村
と
の
関
係
の
希
薄
化
と
い
っ
た
事
実
は
認
め

ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
広

域
化
の
意
図
す
る
成
果
が
現
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
的

に
は
、
管
轄
人
口
十
万
未
満
の
小
規
模
な
消
防
本
部
（
以
下

「
小
規
模
消
防
本
部
」
と
い
う
。
）
が
全
消
防
本
部
数
の
約

六
割
を
占
め
る
な
ど
、
広
域
化
の
進
捗
は
ま
だ
十
分
と
は
い

え
ず
、
小
規
模
消
防
本
部
が
抱
え
る
前
記
の
課
題
が
依
然
と

し
て
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
で
、
日
本
の
総
人
口
は
、
平
成
十
七
年
に
戦
後
初
め

て
減
少
に
転
じ
、
こ
れ
ま
で
の
長
期
的
な
少
子
化
の
傾
向
が

今
後
も
続
く
場
合
は
、
将
来
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
般
的
に
現
在
の
各
消
防
本
部

の
管
轄
人
口
も
減
少
し
、
消
防
本
部
の
小
規
模
化
が
よ
り
進

む
と
同
時
に
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
を
通
じ
た
財
政
面
の

制
約
も
よ
り
厳
し
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
消

防
本
部
と
と
も
に
地
域
の
消
防
を
担
っ
て
い
る
消
防
団
員
の

担
い
手
不
足
の
問
題
も
更
に
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
人
口
動
態
等
に
よ
る
影
響
は
消
防
本
部
の
規
模
が

小
さ
い
ほ
ど
深
刻
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
加
え
て
、
近
年
の

東
日
本
大
震
災
で
の
教
訓
や
類
例
を
見
な
い
大
規
模
災
害
等

の
発
生
、
ま
た
、
今
後
の
災
害
リ
ス
ク
の
高
ま
り
も
指
摘
さ

れ
る
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が

一
体
と
な
っ
た
広
域
化
の
推
進
に
よ
る
小
規
模
消
防
本
部
の

体
制
強
化
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

２

消
防
組
織
法
に
お
け
る
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
基
本

的
な
考
え
方

消
防
組
織
法
で
は
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

①

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
理
念
及
び
定
義

②

消
防
庁
長
官
に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定

③

都
道
府
県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定
及
び
都
道
府
県

知
事
の
関
与
等

④

広
域
化
対
象
市
町
村
に
よ
る
広
域
消
防
運
営
計
画
の

作
成

⑤

国
の
援
助
及
び
地
方
債
の
特
別
の
配
慮

こ
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備

及
び
確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の

対
応
力
が
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
と
は
、
二
以
上
の
市
町

村
が
消
防
事
務
（
消
防
団
の
事
務
を
除
く
。
）
を
共
同
し
て

処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
市
町
村
が
他
の
市
町
村
に

消
防
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
広
域
化
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
常
備
消
防
で

あ
り
、
消
防
団
は
そ
の
対
象
で
は
な
い
。

加
え
て
、
広
域
化
に
つ
い
て
は
、
一
部
事
務
組
合
等
の
共

同
処
理
又
は
事
務
委
託
の
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
が
、
関
係
市
町
村
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
の
利
点

及
び
問
題
点
を
十
分
に
比
較
考
量
の
上
、
そ
の
地
域
に
最
も

適
し
た
方
式
を
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

３

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推

進
の
方
向
性

平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
後
、
平
成
二
十
四
年

度
末
に
至
る
ま
で
の
広
域
化
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
広
域

化
の
進
捗
状
況
は
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
面
が

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
広
域

化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組

合
せ
を
定
め
る
場
合
は
、
広
域
化
の
規
模
に
関
す
る
目
標
を

引
き
続
き
考
慮
す
る
と
同
時
に
地
域
の
事
情
も
十
分
勘
案
す

る
こ
と
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
広
域
化
に
関
す
る
取
組
を
行

う
対
象
地
域
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
広
域
化
の
必

要
性
や
広
域
化
へ
の
期
待
等
を
踏
ま
え
て
重
点
化
す
る
枠
組

み
を
設
け
た
上
で
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
き
め
細
か
い

取
組
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た
広
域
的
な
地
方
公
共

団
体
で
あ
る
都
道
府
県
の
役
割
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
平
成

二
十
年
及
び
平
成
二
十
一
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に
よ

り
、
緊
急
消
防
援
助
隊
に
関
す
る
事
務
と
傷
病
者
の
搬
送
及

び
受
入
れ
の
実
施
基
準
に
関
す
る
事
務
が
都
道
府
県
の
事
務

に
追
加
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
防
の
分

野
に
お
け
る
都
道
府
県
の
役
割
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
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る
。
広
域
化
に
つ
い
て
も
、
本
指
針
一
、
１
で
示
さ
れ
た
現

下
の
消
防
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
国
の
取
組
と

あ
わ
せ
、
都
道
府
県
に
は
、
関
係
市
町
村
間
の
必
要
な
調
整
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
更
に
期
待
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
関
係
市
町
村
間
の

連
絡
調
整
は
も
と
よ
り
、
広
域
化
に
係
る
市
町
村
の
財
政
負

担
又
は
事
務
負
担
に
対
す
る
支
援
等
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極

的
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広

域
化
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

４

国
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進

す
る
た
め
の
施
策

本
指
針
一
、
３
を
踏
ま
え
、
国
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の

消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
講

ず
る
。消

防
広
域
化
推
進
本
部
の
設
置

(１)

消
防
庁
に
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
広
域
化

の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
の
消
防
広
域
化
推
進
本
部
を
設

置
す
る
。

広
報
及
び
普
及
啓
発

(２)

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
消

防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
国
民
、
広
域
化
に
直
接
取

り
組
む
市
町
村
及
び
指
導
助
言
や
連
絡
調
整
等
を
市
町
村

に
対
し
て
行
う
都
道
府
県
が
広
域
化
の
必
要
性
、
メ
リ
ッ

ト
や
全
国
的
な
状
況
等
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、

ま
た
、
適
当
な
広
報
媒
体
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広

域
化
に
関
す
る
広
報
及
び
普
及
啓
発
を
行
う
。

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供

(３)

広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
制
度
、
広
域
化
を
行
っ
た
先

進
事
例
、
実
際
に
広
域
化
を
行
う
際
の
留
意
事
項
等
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
情
報

提
供
を
行
い
、
関
係
者
に
お
け
る
広
域
化
に
関
す
る
取
組

の
促
進
を
図
る
。

相
談
体
制
の
確
保
充
実

(４)

広
域
化
を
実
現
し
た
消
防
本
部
の
幹
部
職
員
等
で
消
防

庁
に
登
録
さ
れ
た
者
を
市
町
村
等
に
派
遣
し
、
助
言
等
を

行
う
消
防
広
域
化
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
等
に
よ

り
、
広
域
化
に
関
す
る
協
議
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
諸

課
題
へ
の
対
処
方
策
等
広
域
化
に
関
す
る
個
別
具
体
の
相

談
に
積
極
的
に
応
じ
る
。

二

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る

期
間

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確

立
の
た
め
、
不
断
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
で
あ
る
が
、
地
域
に
お
け
る
広
域
化
に
つ
い
て
の
合
意
形
成

に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
大

規
模
災
害
等
が
発
生
す
る
懸
念
が
高
ま
っ
て
お
り
、
広
域
化
の

取
組
が
急
が
れ
る
こ
と
や
過
度
に
長
期
の
期
限
を
設
け
る
と
集

中
的
な
広
域
化
の
取
組
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
五
年
程
度
後
を
期
限
と
し
て
広
域
化
に
取
り
組
む

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
の
推
進
計
画
等

(１)

都
道
府
県
の
実
情
に
照
ら
し
、
必
要
に
応
じ
て
推
進
計

画
の
変
更
又
は
策
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
本
指
針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地

域
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化

(２)
各
広
域
化
対
象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
消
防
運
営
計

画
の
作
成
等
、
広
域
化
に
向
け
た
取
組
を
行
い
、
本
指
針
が

定
め
ら
れ
た
当
初
の
期
限
で
あ
る
平
成
二
十
四
年
度
末
か
ら

五
年
程
度
後
の
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
広
域
化
を
実

現
す
る
こ
と
。

三

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
及
び
都
道

府
県
に
お
け
る
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

１

推
進
計
画
の
策
定

都
道
府
県
が
、
本
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
に
お
い
て
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
そ
の
市
町
村
を
対
象

と
し
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
推
進
計
画
に
は
、
次
の

よ
う
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る

(１)
基
本
的
な
事
項

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

①

推
進
計
画
は
、
広
域
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
そ
の
広
域
化
を
計
画
的
か

つ
円
滑
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

②

広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る

た
め
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

広
域
化
は
、
市
町
村
、
住
民
、
消
防
関
係
者
等
の
理

解
を
得
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
な
が
ら
推
進
し
て
い

く
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
消
防
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

(２)

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

①

広
域
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
当
該

都
道
府
県
に
お
け
る
広
域
化
の
必
要
性
を
十
分
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
消

防
需
要
の
動
向
、
こ
れ
に
対
す
る
消
防
力
の
実
情
、
消

防
本
部
の
財
政
、
人
事
管
理
等
の
状
況
等
の
市
町
村
の

消
防
の
現
況
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ
つ
、

消
防
本
部
の
規
模
別
に
十
分
把
握
し
、
そ
の
問
題
点
を

分
析
し
、
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

②

さ
ら
に
、
今
後
の
人
口
の
減
少
、
消
防
需
要
の
変
化
、

消
防
職
員
の
高
齢
化
等
の
進
展
の
中
で
、
市
町
村
の
消

防
が
将
来
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
い
く
か
の
見
通
し

に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ
つ
、
的
確
に
分

析
し
、
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

(３)

本
指
針
三
、
２
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
本
指

針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等
を

行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
指
針
三
、
３
に
よ
る
こ
と
。

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め

(４)
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

本
指
針
三
、
４
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
基

(５)
本
的
な
事
項

本
指
針
四
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を

勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
防
災
に
係
る
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
の
確

(６)
保
に
関
す
る
事
項

本
指
針
五
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を

勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

都
道
府
県
に
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
代
表
、
消
防
機
関
の

代
表
（
常
備
消
防
・
消
防
団
）
、
住
民
代
表
及
び
学
識
経
験

者
等
で
構
成
す
る
委
員
会
等
の
協
議
機
関
を
設
置
す
る
な
ど

し
て
、
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
努
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

２

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
に
関
す
る
基
準

各
都
道
府
県
は
、
以
下
の
点
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
推

進
計
画
に
お
い
て
、
広
域
化
対
象
市
町
村
及
び
そ
の
組
合
せ

を
定
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
規
模

(１)

一
般
論
と
し
て
は
、
消
防
本
部
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど

火
災
等
の
災
害
へ
の
対
応
能
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
ま
た
組
織
管
理
、
財
政
運
営
等
の
観
点
か
ら
も
望
ま

し
い
。
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そ
の
上
で
、
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
消
防

に
求
め
ら
れ
る
消
防
力
、
組
織
体
制
、
財
政
規
模
等
に
鑑

み
る
と
、
管
轄
人
口
の
観
点
か
ら
言
え
ば
お
お
む
ね
三
十

万
以
上
の
規
模
を
一
つ
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
各
市
町
村
は
、
管
轄
面
積
の
広
狭
、

交
通
事
情
、
島
嶼
部
な
ど
の
地
理
的
条
件
、
広
域
行
政
、

地
域
の
歴
史
、
日
常
生
活
圏
、
人
口
密
度
及
び
人
口
減
少

な
ど
の
人
口
動
態
等
の
地
域
の
事
情
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て

い
る
た
め
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
検
討
す
る

際
に
は
、
上
記
の
規
模
目
標
に
は
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
ず
、

小
規
模
消
防
本
部
の
広
域
化
を
着
実
に
推
進
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
例
え
ば
、
当
該
組
合
せ
の
広
域

化
を
段
階
的
に
実
現
す
る
た
め
に
段
階
ご
と
の
組
合
せ
を

あ
わ
せ
て
定
め
る
と
い
う
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。

配
慮
及
び
留
意
す
べ
き
事
項

(２)

既
存
の
消
防
広
域
化
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た

広
域
化
の
状
況
及
び
非
常
備
市
町
村
の
常
備
化
の
必
要
性

に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
合
併
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
推
進
計
画

に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第

五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併

の
推
進
に
関
す
る
構
想
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
市
町
村
の
組

合
せ
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

３

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
趣
旨

(１)

本
指
針
一
、
３
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
本
指
針
一
、
４
に

掲
げ
る
国
の
施
策
及
び
本
指
針
三
、
４
に
掲
げ
る
各
都
道

府
県
に
お
け
る
措
置
を
他
の
広
域
化
対
象
市
町
村
よ
り
も

先
行
し
て
集
中
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
広
域
化
対
象

市
町
村
の
組
合
せ
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の

広
域
化
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
消
防
広
域
化
重
点
地

域
（
以
下
「
重
点
地
域
」
と
い
う
。
）
の
枠
組
み
を
設
け

る
。都

道
府
県
知
事
に
よ
る
重
点
地
域
の
指
定
及
び
公
表
等

(２)

都
道
府
県
知
事
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ

の
組
合
せ
を
構
成
す
る
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
な

る
地
域
の
う
ち
、
広
域
化
の
取
組
を
先
行
し
て
重
点
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
次
に
該
当
す
る
と
当

該
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
を
重
点
地
域
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

今
後
、
十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
市
町
村
を
含
む
地
域

②

広
域
化
の
気
運
が
高
い
地
域

広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
を
越
え
る
地
域
を

重
点
地
域
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
し

よ
う
と
す
る
地
域
が
広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ

の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
、
事
前
又
は
事
後
に

推
進
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
当
該
指
定
を
行
っ
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該

重
点
地
域
に
対
す
る
都
道
府
県
の
支
援
の
内
容
と
と
も
に

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

関
係
市
町
村
の
意
見
の
聴
取
等

(３)

重
点
地
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、都
道
府
県
知
事
は
、

あ
ら
か
じ
め
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
た
市
町
村
以
外
の
市
町

村
か
ら
重
点
地
域
の
指
定
を
求
め
る
意
見
等
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
当
該
意
見
等
を
尊
重

し
、
当
該
市
町
村
を
対
象
と
す
る
重
点
地
域
の
指
定
等
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

重
点
地
域
の
指
定
の
変
更

(４)

及
び

は
、
重
点
地
域
の
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準

(２)

(３)

用
す
る
。

４

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

消
防
組
織
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が

行
う
市
町
村
相
互
間
に
お
け
る
必
要
な
調
整
及
び
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
各
都
道
府
県
は
、
推
進
計
画
に
お
い
て
、
当

該
各
都
道
府
県
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域

化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

具
体
的
に
は
、

①

広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

②

住
民
及
び
関
係
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
普
及
啓
発

等
③

各
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供
、
相
談
対
応
体
制
の

確
保
、
職
員
の
派
遣
等

④

関
係
市
町
村
間
の
協
議
の
積
極
的
な
推
奨
、
仲
介
、

調
整
等

⑤

広
域
化
に
関
す
る
調
査
研
究

等
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
措
置
を
定
め
、
都
道
府
県
と
し
て
広
域
化
の
推

進
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

四

広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項

１

広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
の
整
備

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
が
行
わ
れ
た
後
に
、
広
域
化
の

効
果
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
広
域
化
後

の
消
防
に
お
い
て
一
元
的
な
部
隊
運
用
、
出
動
体
制
、
事
務

処
理
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

構
成
市
町
村
等
間
の
関
係

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
主
に
一
部
事
務
組
合
、
広

域
連
合
又
は
事
務
委
託
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

そ
の
場
合
広
域
化
後
の
消
防
は
、
組
合
の
構
成
市
町
村
又
は

受
託
市
町
村
若
し
く
は
委
託
市
町
村
（
以
下
「
構
成
市
町
村

等
」
と
い
う
。
）
と
の
意
思
疎
通
及
び
情
報
共
有
に
特
に
意

を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

３

広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
の
整
備
の
た
め
に
考
え
ら
れ
る

方
策こ

の
よ
う
に
、
広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保

の
た
め
に
は
、
広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
を
適
切
に
整
備
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
は
、

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
、
構
成
市
町
村
等

間
に
お
い
て
十
分
協
議
の
上
、
可
能
な
限
り
、
組
合
又
は
事

務
委
託
の
規
約
、
規
程
等
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
。

組
合
の
方
式
に
よ
る
場
合

(１)
①

経
常
的
経
費
、
投
資
的
経
費
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

構
成
市
町
村
ご
と
の
負
担
金
の
額
又
は
負
担
割
合
等
に

係
る
基
本
的
な
ル
ー
ル

②

職
員
の
任
用
、
給
与
、
教
育
訓
練
等
に
関
す
る
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
。

③

中
長
期
的
な
整
備
費
用
の
見
通
し
を
含
め
た
消
防
力

の
整
備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

④

部
隊
運
用
、
指
令
管
制
等
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
。

⑤

災
害
時
等
に
構
成
市
町
村
の
長
と
消
防
長
、
消
防
署

長
又
は
消
防
団
長
と
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
相
互
連
絡
、
情
報
共
有
等
に
関
す
る
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
。

⑥

構
成
市
町
村
間
の
連
絡
会
議
の
定
期
的
な
開
催
、
消

防
長
の
専
決
対
象
の
明
確
化
等
構
成
市
町
村
間
の
迅
速

な
意
見
調
整
を
可
能
と
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
す

る
こ
と
。

⑦

組
合
の
運
営
に
関
し
、
住
民
の
意
見
を
反
映
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

事
務
委
託
の
方
式
に
よ
る
場
合

(２)
①

委
託
料
に
係
る
基
本
的
な
ル
ー
ル

②

災
害
時
等
に
委
託
市
町
村
の
長
と
消
防
長
、
消
防
署

長
又
は
消
防
団
長
と
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
相
互
連
絡
、
情
報
共
有
等
に
関
す
る
計
画
を
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策
定
す
る
こ
と
。

③

消
防
事
務
の
運
営
に
関
し
、
住
民
の
意
見
を
反
映
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

４

推
進
計
画
及
び
広
域
消
防
運
営
計
画
へ
の
記
載

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
必
要
な

事
項
を
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
広
域
化
対

象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
化
に
係
る
協
議
の
際
に
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
協
議
の
上
、
可
能
な
限
り
広
域
消

防
運
営
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

五

市
町
村
の
防
災
に
係
る
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携

の
確
保
に
関
す
る
事
項

１

消
防
団
と
の
連
携
の
確
保

消
防
団
は
、
地
域
に
密
着
し
た
消
防
防
災
活
動
を
行
う
と

い
う
特
性
上
、
本
指
針
一
、
２
の
と
お
り
、
消
防
組
織
法
に

基
づ
き
推
進
す
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
対

象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
、
消
防
力
の
整
備
指
針

第
三
十
七
条
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
合
併
等
消
防
団
の
沿
革

そ
の
他
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
市
町
村
に

一
団
を
置
く
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
消
防
団
と
の
緊
密

な
連
携
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。

①

常
備
消
防
の
管
轄
区
域
内
の
複
数
の
消
防
団
の
団
長

の
中
か
ら
連
絡
調
整
担
当
の
団
長
を
指
名
す
る
こ
と
に

よ
る
常
備
消
防
と
の
一
元
的
な
連
絡
調
整

②

平
素
か
ら
の
各
消
防
団
合
同
又
は
常
備
消
防
を
含
め

た
訓
練
等
の
実
施

③

構
成
市
町
村
等
の
消
防
団
と
当
該
構
成
市
町
村
等
の

区
域
に
存
す
る
消
防
署
所
と
の
連
携
確
保
の
た
め
の
、

消
防
署
所
へ
の
消
防
団
と
の
連
絡
調
整
担
当
の
配
置
、

定
例
的
な
連
絡
会
議
の
開
催
等

④

常
備
消
防
と
消
防
団
と
の
連
絡
通
信
手
段
の
確
保

以
上
の
よ
う
な
方
策
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
消
防
団
と
の
連
携
の
確
保

を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

２

防
災
・
国
民
保
護
担
当
部
局
と
の
連
携
の
確
保

防
災
・
国
民
保
護
業
務
は
、
住
民
の
安
心
・
安
全
の
確
保

と
い
う
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
業
務
で
あ
り
、
ま
た
、
関

係
部
局
・
関
係
機
関
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
れ
ら
全
体

を
総
合
的
に
調
整
で
き
る
責
任
者
が
実
施
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
行
う
と
き
に
は
、

広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
構
成
市
町
村
等
の
防
災
・
国
民
保

護
担
当
部
局
と
の
緊
密
な
連
携
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
、次
の
よ
う
な
具
体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。

①

夜
間
・
休
日
等
に
お
け
る
市
町
村
の
防
災
業
務
に
つ

い
て
、
初
動
時
の
連
絡
体
制
な
ど
を
消
防
本
部
に
事
務

委
託

②

各
構
成
市
町
村
等
の
長
及
び
危
機
管
理
担
当
幹
部
と

消
防
長
及
び
消
防
署
長
に
よ
る
協
議
会
の
設
置

③

各
構
成
市
町
村
等
と
当
該
構
成
市
町
村
等
の
区
域
に

存
す
る
消
防
署
所
と
の
連
携
確
保
の
た
め
の
、
定
例
的

な
連
絡
会
議
の
開
催
、
各
市
町
村
の
災
害
対
策
本
部
へ

の
各
消
防
署
所
の
消
防
職
員
の
派
遣
等

④

防
災
・
国
民
保
護
担
当
部
局
と
消
防
本
部
と
の
人
事

交
流

⑤

総
合
的
な
合
同
防
災
訓
練
の
実
施

⑥

防
災
・
国
民
保
護
担
当
部
局
と
消
防
本
部
と
の
情
報

通
信
手
段
の
充
実
に
よ
る
連
絡
体
制
の
強
化

⑦

防
災
行
政
無
線
の
親
機
や
遠
隔
操
作
機
を
消
防
本
部

の
通
信
指
令
部
門
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
る
二
十
四
時

間
体
制
の
確
保

以
上
の
よ
う
な
方
策
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
構
成
市
町
村
等
の
防
災
・

国
民
保
護
担
当
部
局
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

３

推
進
計
画
及
び
広
域
消
防
運
営
計
画
へ
の
記
載

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
必
要
な

事
項
を
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
広
域
化
対

象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
化
に
係
る
協
議
の
際
に
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
協
議
の
上
、
可
能
な
限
り
広
域
消

防
運
営
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。
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